
評価内容 評価基準 配点

国、県又は市町村の発注工事の実績あ
り

0.50

実績なし 0.00

80点以上 3.00

3.00

～

0.00

65点以上 70点未満 又は 実績なし 0.00

65点未満 -2.00

表彰あり 0.50

表彰なし 0.00

１級土木(建築)施工管理技士 又は 技
術士(１級建築士)

0.50

２級土木(建築)施工管理技士 0.25

その他 0.00

国、県又は市町村の発注工事の実績あ
り

0.50

実績なし 0.00

活動実績あり（防災協定の締結の有無
を問わない）

1.00

活動実績はないが、防災協定の締結あ
り

0.50

実績・締結なし 0.00

道路除雪及び維持修繕(補修)の両方の
実績あり

1.00

道路除雪又は維持修繕(補修)のいずれ
かの実績あり

0.50

実績なし 0.00

市内に主たる営業所あり又は新潟県内
に主たる営業所があり、市内に従たる
営業所あり

1.00

なし 0.00

／ 0.50

／ 3.00

同種工事の実績

【地域貢献度】

災害時における活
動実績等

・過去３ヶ年度の災害時におけ
る活動実績の有無
・技術資料等の提出期限現在有
効な防災協定の締結の有無
（活動実績は小千谷市内のもの、防災
協定は小千谷市と締結したもの）

／ 0.50

【配置予定技術者の能力】

技術者の能力

／ 0.50

　別表３　　総合評価方式 評価項目 （ 標準型 ）

【企業の技術力】

同種工事の実績
過去10ヶ年度の同種・類似工事
の実績の有無
（国・県・市町村の発注工事）

評点評価項目

／ 0.50

／ 1.00

／ 1.00地域拠点

／1.00

小千谷市内の事業所の存否

70点以上 80点未満
　

評点＝3.00×(平均点－70)／10

過去３ヶ年度の小千谷市優良工
事表彰の有無

過去10ヶ年度の同種・類似工事
の実績の有無

主任(監理)技術者の保有する資
格

優良工事表彰

工事成績
小千谷市発注工事における過去
３年間の当該発注工事業種にお
ける工事成績評定点の平均点

維持管理実績
過去３ヶ年度の道路除雪又は維
持修繕(補修)実績の有無
（いずれも小千谷市内のもの）



評価内容 評価基準 配点

提案値を求め、定量評価を行う
場合

≪評点の算定例≫
具体の評価項目を「発電機の燃料消費量」とし
た場合
【例①】最小の提案者に10点を付与し、標準案
を０点として、その間の数値の提案者には提案
値に応じて按分した点数を付与
【例②】標準案（50ｌ/ｈ）に対し、１ｌ/ｈ減
ずる毎に２点を加点

対策等の提案を求め、内容に対
する定性評価を行う場合

≪評点の算定例≫
具体の評価項目を「構造物の維持管理費」とし
た場合
【例】提案のあった維持管理費低減対策の有効
性を比較検討し、「優（10点）」、「良（６
点）」、「可（２点）」と判定

提案値を求め、定量評価を行う
場合

≪評点の算定例≫
具体の評価項目を「交通規制の短縮日数」とし
た場合
【例①】最大の提案者に10点を付与し、標準案
を0点として、その間の数値の提案者には提案
値に応じて按分した点数を付与
【例②】標準案（50日）に対し、1日減ずる毎
に2点を加点

10.00

対策等の提案を求め、内容に対
する定性評価を行う場合

≪評点の算定例≫
具体の評価項目を「施工騒音の低減値」とした
場合
【例】提案のあった騒音低減対策の有効性を比
較検討し、「優（10点）」、「良（６点）」、
「可（２点）」と判定

提案値を求め、定量評価を行う
場合

≪評点の算定例≫
具体の評価項目を「路面平坦性」とした場合
（規格値：３ｍプロフィルメーターで2.4ｍｍ
以下）
【例】最小の提案者に10点を、最大の提案者に
１点を付与し、その間の数値の提案者には提案
値に応じて按分した点数を付与

対策等の提案を求め、内容に対
する定性評価を行う場合

≪評点の算定例≫
具体の評価項目を「舗装構造提案による走行騒
音値」とした場合
【例】提案のあった騒音低減対策の有効性を比
較検討し、「優（10点）」、「良（６点）」、
「可（２点）」と判定

社会的要請へ
の対応に関す
る技術提案

・環境の維持
・交通の確保
・特別な安全対策
・省資源対策
・リサイクル対策
　　　　　　　等

【環境の維持に関する具体的な評価項目例】
　・施工騒音の低減値
　・工事排水のＳＳ（浮遊物質）値　　等
【交通確保に関する具体的な評価項目例】
　・交通規制（通行止め、車線規制等）の短縮日数
　・工事中における歩行者通路幅　　等
【省資源対策、リサイクル対策に関する具体的な評価項目例】
　・自ら利用率
　・伐開除根材等のリサイクル率
　・分別解体、現場内集積の対象項目・重量　　等

【性能、機能に関する具体的な評価項目例】
　・舗装構造提案による走行騒音値
　・単位時間あたりのポンプ排水量
　・建築物の断熱性能　　等

【技術提案】

総合コストの
縮減に関する
技術提案

10.00 ／10.00

【ライフルサイクルコストに関する具体的な評価項目例】
　・構造物の維持管理費
　・非常用自家用発電機の燃料消費率
　・変圧器の変換損失値
　・建築物の保全費用　　等
【その他コストに関する具体的な評価項目例】
　・補償費の生じる期間の短縮日数
　・補償費の支出額　　等

技
　
術
　
提
　
案

技
　
　
術
　
　
提
　
　
案

工事目的物の
性能、機能の
向上に関する
技術提案

10.00

評点

/10.00

／10.00

評価項目



評価内容 評価基準 配点

施工計画が現地の環境条件（地形、地
質、環境、地域特性等）を踏まえて適
切であり、優位な工夫が見られる。

6.00

施工計画が現地の環境条件を踏まえて
おり適切である。

3.00

／24.00

２．評価項目及び評価基準に係る過去の期間の考え方

１．評価項目及び評価基準の補足事項

評価項目

【評価項目及び評価基準に係る注意事項】

技術提案の実現性、有効性を確
認するための施工計画の適切性

　・与条件との整合性
　・技術的な裏付け　　等

評価者の
平均点を
評点とす
る。

／6.00

評点

【加算点の減点措置及び評価に係る入札参加・無効条件】

加算点

技術提案に係る具体
的な施工計画

【ヒアリングを行う場合】
　必要に応じて、技術提案の実現性や有効性を確認することを目的に、評価後、施工計画の記載内容についてヒアリン
グを行う。その場合、説明等が不十分な場合は、評点から１点を減じる。

※ 技術提案は、上記３つの項目のうち１項目について提案を求めることを基本とし、技術提案とこれに係る具体的
　な施工計画の評点の計は、最高(上限)16点とする。

４．評価項目及び評価基準は、入札公告又は指名通知書等へ明示する。

１．加算点が０点に満たない者又は技術提案の内容が不適正と認められる者は、入札を認めない、又は指名しない等
　の措置を行う。

　1)「工事成績」の平均点は、「小数点以下第２位未満切り捨て」として評点を判定する。また、平均点が70点以
　　上80点未満の場合の評点は、別表の算定式により求め、「小数点以下第２位未満四捨五入」とする。

　2)「配置予定技術者の能力」に係る評点は、配置予定技術者が複数の場合、最も低い評価(これに係る評点の和が
　　最低)となる者の評点とする。

　3)　配置予定技術者の実績における従事役職の範囲については、「主任技術者、監理技術者、現場代理人」とする。

　4)「災害時等における活動実績」の活動実績とは、小千谷市内における以下のものをいう。（ただし、通常の
　　維持管理の範ちゅうであると認められるものは含まない。）
　　　○緊急性を要し、指示書等で対応した活動
　　　　・災害復旧工事の応急工事等（査定等の前に実施しているもの）
　　　　・災害時の点検、パトロール等

　5)「災害時等における活動実績等」の防災協定とは、小千谷市との有効な協定とする。（団体等が締結している場合
　　は、その団体の加入者すべてが締結していることとして取り扱うものとし、１社が単独で締結している防災協定
　　についても含むものとする。）

　6)「維持管理実績」の維持修繕(補修)実績とは、設定する地域(範囲)内における以下のものをいう。（ただし、災
　　害時における活動の範ちゅうであると認められるものは含まない。）
　　　○単価契約等による日常的な維持管理活動
　　　　・道路や河川等の修繕(補修)、除草等
　　　　・点検、休日パトロール等
　　　○指示書等による緊急的な維持管理活動
　　　　・道路や河川等の修繕(補修)等

３．評価項目及び評価基準の設定変更等

　4)　その他、工事の難易度や重要度等に応じて、評価項目及び評価基準を変更できるものとする。

　 工事実績等に係る「過去○ヶ年度」
　　　→　技術資料等の提出期限の前年度から過去○ヶ年度及び当年度の４月１日から技術資料等の提出期限

　1)「同種工事の実績」の同種・類似工事の範囲については、工事の内容等から「○○工・○○ｍ以上・○○工法
　　であること」等と定めるものとする。

　2)「技術者の能力」については、保有資格要件が入札参加条件と一致する場合は、評価項目(評価対象)としない
　　ことができるものとする。また、工事の種類や内容等に応じて、保有資格要件は別に定めることができるもの
　　とする。

　3)「地域拠点」における営業所とは、原則として建設業法第３条第１項に規定する営業所とするが、工事の種類
    や地域の実状等に応じて、別に定めることができるものとする。また、継続期間についても同様に変更できる
    ものとする。


